
 開発行為又は建築等に関する証明願について 

 １　新規交付 

 　〇　提出するもの 

 　・開発行為又は建築等に関する証明願 

 　〇　提出する部数　　各１部 

 ２　再交付 

 　〇　提出するもの 

 　　・開発行為又は建築等に関する証明願 

 　　・公図の写し 

 　　・登記事項証明書 

 　　・建築確認申請に添付する建築物の平面図 

 　　　（敷地面積、建築面積を記載してください。） 

 　　・建築確認申請に添付する建築物の立面図 

 　　・申請地周辺の案内図（住宅地図の写し可） 

 　〇　提出する部数　　各１部 

 ３　提出先 

 　　那須塩原市建設部都市計画課開発指導係 

 　　〒３２５－８５０１ 

 　　　那須塩原市共墾社１０８番地２ 

 　　　電話０２８７－６２－７０４８ 

 　　　メール  toshikeikaku@city.nasushiobara.tochigi.jp 
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